
令和8年度自動車税・
軽自動車税の納期限
　自動車税と軽自動車税の納期限は
6月1日（月）です。自動車税の納税通
知書は県から、軽自動車税の納税通
知書は町から発送します。必ず納期
限までに納めましょう。
※令和8年4月1日より、これまでの
「軽自動車税種別割」は、名称から
「種別割」が外れ、「軽自動車税」
へと変更されました。システムの関
係上、当面の間、各通知書に新旧
の名称が混在することがあります
が、そのまま利用できます。あらかじ
めご了承ください。

c自動車税：県自動車税事務所
　☎279‐3781
　軽自動車税：税務課　☎388‐1112

狂犬病予防集合注射と犬の登録
　狂犬病予防法により、犬の登録と年1回の予防注射が
義務付けられています。また、飼い主や犬の所在地の変更
があった場合は、登録変更の届出が必要です。

図書室のリサイクル雑誌の無料配布
　昨年度までにご愛読いただいた雑誌を
無料で進呈します。

5月9日（土）～17日（日）
午前9時～午後4時30分

笠松中央交流センター図書室
松枝交流センターロビー
総合交流センターロビー
ひとり1日3冊まで

c教育文化課　☎388‐3231

「子どもの権利」ってなんだろう？
　町は、令和4年に「笠松町子どもの
権利に関する条例」を制定しました。
　すべての子どもたちが夢と希望
を持って自由に生き生きと育つこと
のできるまちをめざして、子どもの
持つ4つの権利と大人の役割、子
ども自身の役割を定めています。
4つの権利
・安心して生きる権利
・のびのびと育つ権利
・守られる権利
・参加する権利
　毎年5月5日はこどもの日です。
子どもが幸せに健やかに成長して
いくために必要な「子どもの権利」
について、家族や友達と考えてみま
しょう。
c福祉子ども課　☎388‐1116

建築物の耐震化促進に伴う助成
　巨大地震から生命、財産を守るため、耐
震化に関する様々な補助を実施しています。
【旧基準】昭和56年5月31日以前着工のも
の
・木造一戸建て住宅の無料耐震診断　など
申込期間　5月7日（木）～12月21日（月）
e建設課　☎388‐1117

「人権擁護委員の日」特設相談所開設
　いじめ、体罰、女性や障がい者に対する差別など、家庭内
のこと、近隣間のもめごと、悩みごとがあれば、人権擁護委員
が相談に応じます。相談は無料で、秘密は固く守られますの
で、お気軽にご相談ください。

6月5日（金）午前10時～午後3時　　場所　福祉会館
c福祉子ども課　☎388‐1116
　岐阜地方法務局人権擁護課　☎245‐3181

緊急通報システムのご案内
　自宅内での急病・事故の緊急時に備え、ひとり暮らし高齢者などの方のご自宅に設置する「緊急通
報装置」の貸し出しを行っています。
　申請には、事前に民生委員の見守り対象となる「在宅ひとり暮らし高齢者」の登録が必要です。お
住まいの地域の民生委員へご相談ください。

　笠松町に住所がある方で、
　次のいずれかに該当する方
　①ひとり暮らしの65歳以上の高齢者
　②ひとり暮らしの重度身体障がい者
　③寝たきり高齢者がいる高齢者のみの世帯
c福祉子ども課　☎388‐1116

通報の流れ
利用者宅 消防署

協力員

消防署指令室

押す押す押す
対象者

※集合注射を受けられない場合は、動物病院で受けてく
ださい。
※複数の犬を連れて集合注射を受ける場合は、咬傷事
故・脱走等防止のため、車で待機させる等1頭ずつ注射
を受けてください。
※ふんをする場合があるので、処理用品をご持参ください。
c環境経済課　☎388‐1114

日にち

5月15日（金）

時　間
10：00～10：30
11：10～11：40
13：30～14：00

場　所
松枝交流センター
笠松中央交流センター
下羽栗会館

注射料金
注射済票交付手数料
新規登録料（未登録の方のみ）

2,950円
550円
3,000円

集合注射

料金

こどもまんなか 児童福祉週間
5月5日（火・祝）～11日（月）

　毎年5月5日（こどもの日）から1週間は「こどもまんなか
児童福祉週間」です。
　子どもの健やかな成長について国民全体で考えること
を目的として定められたものです。期間中には普及啓発行
事が全国各地で実施されます。
令和8年度標語

「いこうぜ！みんな キラキラのあしたへ
ゴーゴゴー！」

▲詳しくはこちら

笠松町小規模事業者チャレンジ事業補助金
　物価高騰、持続的な賃上げ、人手不足などにより、
依然として経営環境が厳しい中、経営改善及び人材
確保・育成による持続的な賃上げに取り組む町内事
業者を支援するため、国の重点支援地方交付金を
活用して「笠松町小規模事業者チャレンジ事業補助
金」を実施します。

①町内に事業所を有する法人
②町内に住所または事業所を有する個人事業主

※対象経費など詳細は、笠松町商工会ホームペー
ジにて、ご確認ください。

〈募集期間〉6月3日（水）まで
〈採択発表・交付決定〉7月1日（水）
c笠松町商工会　☎388‐2566

種類

経営
改善枠

人材確保
・育成枠

類型
販路開拓支援
生産性向上支援
事業継続支援
人材不足・
人材確保支援

補助率

2/3
※条件によっては3/4

1/2
※条件によっては2/3

補助上限額
100万円
100万円
100万円

100万円

▲詳しくはこちら

配布期間

場所

配布冊数

日時

対象者

補助率等
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